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５月５月５月５月 17171717 日に、第６回の憲法調査会日に、第６回の憲法調査会日に、第６回の憲法調査会日に、第６回の憲法調査会（通（通（通（通

算算算算 25252525 回目）が開かれました。回目）が開かれました。回目）が開かれました。回目）が開かれました。

日本国憲法に関する件日本国憲法に関する件日本国憲法に関する件日本国憲法に関する件（（（（21 世紀の日本のあるべき姿）世紀の日本のあるべき姿）世紀の日本のあるべき姿）世紀の日本のあるべき姿）

　標記について、参考人からの意見聴取とそれに

対する質疑が行われました。

◇午　前

参  考  人
　地方財政審議会委員　　　　木　村　陽　子君

質  疑  者
　中山　太郎会長自民）　　西川　京子君（自民）

　小林　　守君（民主）　　上田　　勇君（公明）

　藤島　正之君（自由）　　春名　 章君（共産）

　阿部　知子君（社民）　　近藤　基彦君（２１）

◇午　後

参  考  人
　九州大学大学院法学研究院教授

大　隈　義　和君

質  疑  者
　西川　京子君（自民）　　生方　幸夫君（民主）

　太田　昭宏君（公明）　　塩田　　晋君（自由）

　山口　富男君（共産）　　日森　文尋君（社民）

　近藤　基彦君（２１）

　参考人の意見陳述の要旨及び参考人に対する質

疑の概要は、それぞれ以下のとおりです。

◎木村陽子参考人の意見陳述の要旨◎木村陽子参考人の意見陳述の要旨◎木村陽子参考人の意見陳述の要旨◎木村陽子参考人の意見陳述の要旨

１．増大する社会保障費、社会保険料

・社会保障費は 1998 年には国民所得の 20％に達
し、このうち社会保険料は 55 兆円と膨大なも
のになっている。

２．「高齢社会」から「超高齢社会」へ

・1970 年代以降、高齢社会が進行することによっ
て、家族、企業、地域社会、公共部門の在り方

や役割も変更を余儀なくされつつあるが、もっ

とも変化したのは女性である。例えば、女性の

労働力率は、当時と比べて 20％アップした。
・超高齢社会において、今後は、ノーマリゼーショ

ン、機会の均等、男女共同参画社会の実現等が

課題だが、特に、働く意欲のある高齢者の労働

力を活用するためにも、求職における年齢制限

を廃止していくべきである。

３．国家はどこまで個人の生活に関与するのか

・90 年代以降、国家がどこまで個人の生活を保障
するのかに関して、各国は、①新保守主義、②

従来型の福祉国家、③第 3 の道（最近、イギリ
ス、ドイツが進めているような、国民が意思決

定に参加していく方式のこと）、に分かれた。

・私見では、福祉国家とは、ナショナル・ミニマ

ムの保障（その者が給付を必要とする原因を問

わずに最低限度の給付は行う制度）を意味する。

今後は、我が国では国家がどこまで個人の生活

を保障するのかに関して、このナショナル・ミ

ニマムの保障を維持していくのかについての議

論が必要である。ちなみに、近年、アメリカ、

イギリスでは、ナショナル・ミニマムの保障が

勤労意欲の喪失というモラル・ハザードを引き

起こさないように、生活保護給付の制限等を

行っている。

・日本でも、皆年金、皆保険を維持すべきかが議

論されているが、年金は保険料を払える者のみ

を対象にしてよいが、医療は、皆保険を維持す

べきと考える。ちなみに、スウェーデンでは、

皆年金方式は止め、所得の再配分機能は国庫に

よる公的扶助によって行うことにした。

・そして、今後の我が国の課題としては、専業主婦

の優遇税制、在職老齢年金制度等のような労働意

欲を損なう社会保障制度を改めていくべきである。

４．ケア供給主体の多元化と公的補助金

・介護主体の多様化を踏まえ、これらの主体への

補助金の交付等による支援、競争政策の推進等

が必要である。

５．地方分権と介護システム

・少子高齢社会を迎え、介護サービスを実効的に

提供できる規模への自治体の再編、自治体間の

事務分配、税源配分等の検討が必要である。

◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項

中　山　太　郎会長中　山　太　郎会長中　山　太　郎会長中　山　太　郎会長

・少子高齢化の進展は社会保障制度にも大きな影

響を及ぼし、現行制度を今後も維持し続けるた

めには、50％を超える国民負担率が必要になる
と予想される。この点を勘案した上で、社会保

障制度についてどのような改革を行っていくべ

きと考えるか。

・少子高齢化社会の到来を迎えて、定年制の見直

しを行うべきではないか。また、年金原資の運

用の見直し等を行うべきと考えるが、いかがか。

西　川　京　子君西　川　京　子君西　川　京　子君西　川　京　子君（自民）（自民）（自民）（自民）

・少子高齢化への対策と男女共同参画社会の推進

とは、いくつかの面で摩擦を生じさせているが、

この摩擦を解消するためには、どのような施策

が必要と考えるか。

・少子化対策に当たっては男性の意識改革や子ど

もの視点からの環境整備が重要であると考える

が、このような観点からの子どもの保育の在り

方について、参考人の見解を伺いたい。

発行：衆議院憲法調査会事務局

H13.5.18　Vol.13

―第  1  5  1  回  国  会―
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・地方自治体が十分な機能を果たすためには一定

程度の規模が必要とされるが、規模を大きくす

ることによりその提供する基本的サービスの質

が低下することも懸念される。地方自治体の適

正な規模について、参考人はどのように考える

か。また、これに関連して、道州制の導入につ

いて、どのように考えるか。

・現行の社会保障は「個人」を単位としたもので

あり、そして、これに伴う弊害が、今日、生じ

てきている。地域における共生や連帯という観

点から、共同体の保護又は再構築を図るべきと

考えるが、いかがか。

小　林　　　守君小　林　　　守君小　林　　　守君小　林　　　守君（民主）（民主）（民主）（民主）

・いわゆる国民年金の空洞化が問題となっているが、

空洞化の原因は、制度の問題と考えるか、それとも、

国民のモラル・ハザードの問題であると考えるか。

また、基礎年金は、全額を租税方式で賄うべきであ

ると考えるが、いかがか。

・社会保障制度の改革は、共同体意識を再構築し

地方分権を推進することと一体として進めるべ

きではないか。

・参考人が主張する「中福祉・中負担」とは、い

かなる理念に基づくものなのか。

上　田　　　勇君上　田　　　勇君上　田　　　勇君上　田　　　勇君（公明）（公明）（公明）（公明）

・雇用における年齢差別を禁止する立法措置をと

るべき思うが、いかがか。

・労働力人口の減少に対応し、外国人労働者を受け入

れるべきとする主張について、いかに考えるか。

・老人医療費は、他の医療保険と別建てにすべき

と考えるが、いかがか。

藤　島　正　之君藤　島　正　之君藤　島　正　之君藤　島　正　之君（自由）（自由）（自由）（自由）

・高齢化対策としては、定年を延長すると労働の

効率性が落ちるので、代りに定年後の再雇用の

促進を図っていくべきではないか。

・参考人は医療・介護については最低限の水準を

決めがたいとの立場であるが、社会保障の最低

限の水準は、国が保障し、それ以上のサービス

等の受給等については、個人に負担を求めてい

くべきではないか。

・市町村合併を進め、一定の規模の地方自治体により

介護サービスを効率的に提供すべきではないか。

春　名　春　名　春　名　春　名　 　章君　章君　章君　章君（共産）（共産）（共産）（共産）

・最近実施された世論調査では、25 条の生存権が
保障されていないと答える人が、保障されてい

ると答える人よりかなり多く、また、その割合

も 20 年前と比較して大きくなっているが、こ
のような結果が生じている原因は何か。

・1950 年の社会保障制度審議会の勧告は、25 条
の生存権の理念を高く評価して国が社会保障に

関する施策を講じる責任を明らかにし、その後

多くの制度が作られることとなったと認識する

が、参考人はこの勧告をどう評価するか。

・介護保険制度では低所得者も保険料の支払い義

務があるなど、近年、憲法の理念が後退してい

る事態が生じていると思うが、いかがか。

・1995 年の社会保障制度審議会の勧告では、生存

権の保障は個人の自己責任を前提としたもので

あるという考えに立っているが、これは憲法の

精神と異なるのではないのか。

阿　部　知　子君阿　部　知　子君阿　部　知　子君阿　部　知　子君（社民）（社民）（社民）（社民）

・参考人は社会保障の前提として自己責任を強調す

るが、あまり自己責任を強調しすぎると女性が子ど

もを産むことをためらってしまうのではないのか。

・介護保険制度を維持していくためには地方自治

体の財源不足の問題を解決する必要があるが、

どのような財源措置を講ずべきと考えるか。

近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君（（（（21212121 ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）

・高齢化の問題は特に過疎地域で深刻な問題と

なっているが、地方分権が推進されている中、

今後一層都市部との地域間格差が拡大していく

ことになると思うが、いかがか。

・高齢化社会の対策として高齢者の就業が推進さ

れているが、女性が対象となっていないように

感じる。男女共同参画社会の実現が求められる

中、高齢者についてはいまだに差別が残ってい

るのではないのか。

◎大隈義和参考人の意見陳述の要旨◎大隈義和参考人の意見陳述の要旨◎大隈義和参考人の意見陳述の要旨◎大隈義和参考人の意見陳述の要旨

はじめに

・私は、21 世紀の「地方」の住民が、民主主義の
小学校における小学生ではなく、民主主義の原

動力として政治の中心的役割を担っていくはず

であるとの考えに立って、21 世紀にあるはずの
｢国」と「地方」の関わりを論じたい。

１．地方分権・地方自治の基本的考え方

・地方自治について、従来の通説は、憲法により

制度的に保障されたものに過ぎず、憲法改正に

よって廃止できると解していた。

・これに対し、私は、地方自治権は地方自治体が

有する固有の権利であり、民主主義の根幹を支

える制度であるから、憲法改正によってもその

存在を否定できないものと解する。

２．国民主権と住民主権（住民自治）

・住民自治の内容について、従来の通説は、国民

主権の下での民主主義体制の在り方と同様、議

会制民主主義、代表民主制として理解してきた。

・これに対し、私は、地方自治権を強化し、国民

主権の内容を理念としては直接民主主義的に理

解し直すともに、住民参加、特に住民投票制度

を、それが多くの難問を抱えることを認めなが

らも、積極的に再評価すべきであると考える。

３．選挙人（国民・住民）の複雑な期待

・国民又は住民は､議員を､エリートとしての代表

者ではなく､自分たちと同じ仲間と考えている。

・他方、国政又は地方政治のいずれの場合でも、

政治の担当者は、国民又は住民から、「国民又は

住民のために何を守るべきか」を的確に判断で

きる能力、すなわち高い識見と倫理的高潔さを

期待されている。

４．まとめ

・国及び地方の民主主義政治は、21 世紀に入り、
情報公開制度の充実に見られるように、直接参

加型民主主義へと進みつつある。

・なお、憲法改正については、民主主義の強化を
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目指し、改正対象を明確化した個別修正こそが

可能であり、手順を尽くした議論が必要である

ことを付言する。

◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項◎各委員からの質疑事項

西　川　京　子君西　川　京　子君西　川　京　子君西　川　京　子君（自民）（自民）（自民）（自民）

・住民投票は、地方自治権の中でも重要な権利で

あると思うが、過去の実例を見てみると、住民

投票に付するのにふさわしい対象を絞り込む必

要があると考えるが、いかがか。

・首相公選制については、メディアの評価に国民

がたやすく影響を受けてしまうポピュリズムの

怖さを感じるが、いかがか。また、国民の直接

公選によって選ばれた首相によって組織される

政府は、どのような形態になると考えられるか。

・92 条に謳われている｢地方自治の本旨｣を、例え
ば「地方自治基本法（仮称）」の制定によって明

確にするなどの必要があると思うが、いかがか。

生　方　幸　夫君生　方　幸　夫君生　方　幸　夫君生　方　幸　夫君（民主）（民主）（民主）（民主）

・憲法改正は十分慎重に検討して行うべきという

参考人の意見に、賛成である。

・住民投票に当たっては、投票率の高いことが、住民

の意思の反映という観点から重要になるのではな

いかと思うが、いかがか。また、投票率の向上を図

るにはどのような方策が必要と考えるか。

・住民投票には、①その手続は簡単だが自治体は

その結果に左右されないというものと、逆に、

②手続は難しいがその結果は自治体の意思決定

を拘束するものと二通りがあると思うが、参考

人は、どちらの住民投票が望ましいと考えるか。

・住民投票を実施するに当たっては、住民に問題の是

非についての判断材料を提供する必要があり、その

ためには情報公開が欠かせないものと考えるが、そ

れ以外にどのような方策が考えられるか。

太　田　昭　宏君太　田　昭　宏君太　田　昭　宏君太　田　昭　宏君（公明）（公明）（公明）（公明）

・「地方自治は民主主義の原動力である」とする参

考人にとって、「地方主権」、「地方分権」、「住

民主権」のうち、どれが最もリード役にふさわ

しい言葉と考えるか。

・21 世紀においては、ナショナル・アイデンティ
ティとしての「郷土愛」、「地方分権」、「共生」、

｢共同体」といった見地からの国家論が重要にな

ると考えるが、いかがか。

・共生、人権及び地方分権の三つを進める観点か

ら、永住外国人に対して地方参政権を与えるべ

きであると考えるが、いかがか。

塩　田　　　晋君塩　田　　　晋君塩　田　　　晋君塩　田　　　晋君（自由）（自由）（自由）（自由）

・地方自治における直接民主制の理念を憲法上明

記すべきか。また、曖昧な概念である「地方自

治の本旨」の内容を憲法に具体的に明記すべき

か。

・交通や通信手段が発達した現在、市町村合併を

進め、その数を 300 から 500 程度にすれば、都
道府県を廃止しても違憲ではないと考えるが、

いかがか。

・住民投票に関しては、その地域の住民でない者

による煽動や妨害運動により、住民の意思が不

当に曲げられるおそれがあるなど、技術的な問

題が多過ぎるのではないか。

山　口　富　男君山　口　富　男君山　口　富　男君山　口　富　男君（共産）（共産）（共産）（共産）

・参考人は、地方自治に関する憲法の理念が、実

際の地方自治において十分に活かされてきたと

考えるか。活かされていないとすれば、その理

由は何か。

・参考人は、住民投票制度がうまく作動するには

難問が山積していると述べたが、それを打破す

る方策が憲法から導き出されないか。また、国

の事項に係る住民投票の是非についてどのよう

に考えるか。

・地方自治の発展の観点から、外国人の地方参政

権についてどのように考えるべきか。

日　森　文　尋君日　森　文　尋君日　森　文　尋君日　森　文　尋君（社民）（社民）（社民）（社民）

・先の地方分権一括法では、地方の財政自主権の

問題は手付かずのまま残されてしまった。この

問題の解決策としては、地方に課税自主権を与

えることや税財源の配分比率の変更が考えられ

るが、参考人はどのように考えるか。

・条例は、従来考えられてきたように国の法律の

下位に位置付けられるものではなく、法律と同

等のものであると考えるが、条例制定権の行使

の在り方について参考人はどのように考えるか。

・首相公選制の議論がなされているが、むしろ政

治を身近に感じるのは住民投票であり、それを

先に考えるべきであると思うが、いかがか。

近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君近　藤　基　彦君（（（（21212121 ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）ｸﾗﾌﾞ）

・住民投票では、各住民が問題点について十分に理解

し、判断することができるだけの情報が与えられな

いことや、住民間に感情の対立を引き起こすなどの

問題点があると考えるが、いかがか。

・市町村合併に当たっては、異なる都道府県に属

する市町村合併をも視野に入れるべきと考える

が、いかがか。

委員の異動及び幹事の補欠選任委員の異動及び幹事の補欠選任委員の異動及び幹事の補欠選任委員の異動及び幹事の補欠選任

　5 月 17 日までに、以下のとおり、委員の異動が
ありました。

辞　　任　　　　　　　　補欠選任

　田中 紀子君（自民）　　小此木八郎君（自民）

　中谷　　元君（自民）　　村田　吉 君（自民）

　森山　眞弓君（自民）　　七条　　明君（自民）

　中田　　宏君（民主）　　桑原　　豊君（民主）

以上 4 月 26 日
　村田　吉 君（自民）　　山本　公一君（自民）

5 月 1 日
　小此木八郎君（自民）　　松本　和那君（自民）

　七条　　明君（自民）　　高村　正彦君（自民）

　新藤　義孝君（自民）　　今村　雅弘君（自民）

　渡辺　博道君（自民）　　佐田玄一郎君（自民）

以上 5 月 7 日
　また、5 月 17 日、以下のとおり、幹事の補欠選
任が行われました。

　津島　雄二君（自民）

（新藤義孝君去る 7 日委員辞任に伴いその補欠）
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第第第第 2222 回地方公聴会回地方公聴会回地方公聴会回地方公聴会（兵庫県神戸市）（兵庫県神戸市）（兵庫県神戸市）（兵庫県神戸市）

　衆議院憲法調査会は、憲法について広く国民の

声を聴くため、第 2 回の地方公聴会を兵庫県にお
いて開催いたします。

日　時日　時日　時日　時：平成：平成：平成：平成 13 年年年年 6 月月月月 4 日日日日（月）　午後（月）　午後（月）　午後（月）　午後 1 時～時～時～時～
場　所場　所場　所場　所：兵庫県神戸市　ホテルオークラ神戸：兵庫県神戸市　ホテルオークラ神戸：兵庫県神戸市　ホテルオークラ神戸：兵庫県神戸市　ホテルオークラ神戸

　各会派からの推薦に加え、近畿近畿近畿近畿 2 府府府府 4 県在住の県在住の県在住の県在住の

一般の方からの意見陳述者一般の方からの意見陳述者一般の方からの意見陳述者一般の方からの意見陳述者（（（（2 名程度）を公募し名程度）を公募し名程度）を公募し名程度）を公募し

ております。ております。ております。ております。

　意見陳述又は傍聴を希望される方は、下記の宛

先に申し込み願います。

〒100－8960
　　　　東京都千代田区永田町 1－7－1
　　　　衆議院憲法調査会事務局気付

　　　　　憲法調査会会長宛

E-mail：kenpou@shugiin.go.jp
H13.5.21（月）（月）（月）（月）（必着）（必着）（必着）（必着）

【意見陳述申出の必要事項】

　①住所、②氏名（ふりがな）、③年齢、④性別、

⑤職業、⑥電話番号、⑦日本国憲法についての

意見の概要（意見を述べようとする理由及び具

体的事項を 800 字以内）、⑧「兵庫県公述希望」
の旨の記載

※傍聴も希望する方は、別途お申し込み下さい。

※意見陳述者に選ばれた方には、開催日の 1 週間
前頃までにご連絡いたします。

※意見陳述者に選ばれた方以外の応募者の意見書

を公表することや、個々の意見に直接回答する

ことはいたしません。

【傍聴申込みの必要事項】

　①封筒の表に「兵庫県傍聴希望」と記載、②宛

先及び郵便番号を明記の上、80 円切手を貼った
返信用封筒（長型 4 号程度）を同封

※申込みは、封書で１人１通に限ります。申込みは、封書で１人１通に限ります。申込みは、封書で１人１通に限ります。申込みは、封書で１人１通に限ります。

※申込み多数の場合、抽選とさせていただきます。

※開催日の 1 週間前頃までに、傍聴者に選ばれた
方には傍聴券を、抽選にもれた方にはその旨を

記載した文書を郵送いたします。

※当日は、必ず傍聴券をご持参下さい。当日は、必ず傍聴券をご持参下さい。当日は、必ず傍聴券をご持参下さい。当日は、必ず傍聴券をご持参下さい。

［問合せ先］　衆議院憲法調査会事務局

０３（３５８１）５５６３（直通）

０３（３５８１）５１１１（代表）

内線２７０４又は２７０５

意意意意  見見見見  窓窓窓窓  口　口　口　口　「憲「憲「憲「憲  法法法法  のののの  ひひひひ  ろろろろ  ば｣ば｣ば｣ば｣

　憲法調査会は、昨年 2 月より、憲法について広
く国民の声を聴くための意見窓口｢憲法のひろば｣

を設けております。

これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳これまでに寄せられた意見の総数及びその内訳

・受  付  意  見  総  数：１１５４件（5/17 現在）
・媒  体  別  内  訳

葉　書 ７３８ 封　書 １９８

ＦＡＸ １０８ E-mail １１０

・分  野  別  内  訳
前 文 27 天 皇 52
戦 争 放 棄 789 権利・義務 46
国 会 24 内 閣 23
司 法 6 財 政 9
地 方 自 治 8 改 正 規 定 6
最 高 法 規 6 そ の 他 734

　複数の分野にわたる意見もございますので、分

野別内訳の総数は、受付総数とは一致しません。

【意見窓口【意見窓口【意見窓口【意見窓口『憲法のひろば』の宛先】『憲法のひろば』の宛先】『憲法のひろば』の宛先】『憲法のひろば』の宛先】

FAX 03－3581－5875
E-mail kenpou@shugiin.go.jp
郵　便　〒100-8960　　千代田区永田町 1－7－1
　　　　　衆議院憲法調査会「憲法のひろば」係

　いずれのご意見も、住所、氏名、年齢、職業、

電話番号を明記して下さい。

憲政記念館特別展のお知らせ憲政記念館特別展のお知らせ憲政記念館特別展のお知らせ憲政記念館特別展のお知らせ

　5 月 19 日（土）から 6 月 10 日（日）までの間、
国会前庭の憲政記念館にて、「伊藤博文と大日本「伊藤博文と大日本「伊藤博文と大日本「伊藤博文と大日本

帝国憲法特別展」帝国憲法特別展」帝国憲法特別展」帝国憲法特別展」が開催されます。

　伊藤博文による旧憲法制定のための欧州渡航調

査の足跡を遺品や書状、当時の貴重な写真などに

よってたどるほか、

　大日本帝国憲法の御署名原本（複製）

　井上毅らの手による各種憲法草案

　帝国憲法枢密院諮詢案

　憲法発布勅語草案

　板垣退助らによる民撰議院設立建白書（複製）

　第 1 回帝国議会開院式勅語
などが展示されています。

　入 館 料    ：無　　料

　開館時間：午前 9 時 30 分から午後 5 時
（入館は、午後 4 時まで）

　　なお、特別展開会中は無休となっております。

訂　正 　4 月 27 日発行の『衆議院憲法調査会
ニュース  Vol.12』3 ページ「（傍聴者の発言の概
要）」欄に掲載の佐藤瑩子君の発言内容につきまし

ては、以下のとおり訂正させていただきます。

・みなさまの真摯な議論を聞き、みなさまが憲法

を非常に大事に思っていることを知った。

・これからは、自衛権及び基本的人権の二つの問

題について、政党にしばられることなく、もっ

と国民的な議論を巻き起こしていくべきである。


